
目

次

告

示

△

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設

置
許
可
申
請
の
概
要

(

環
境
対
策
室)

…
…
…
一

△

結
核
予
防
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
対
策
室)

…
…
…
三

△

結
核
予
防
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退

(

〃

)

…
…
…
三

△

家
畜
伝
染
病
の
発
生

(

畜
産
振
興
室)

…
…
…
三

△

基
本
測
量
の
実
施

(

土
木
総
務
室)

…
…
…
三

△

公
共
測
量
の
実
施

(

〃

)

…
…
…
四

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
…
四

△

争
議
行
為
の
予
告

(
労
働
福
祉
室)

…
…
…
四

△

土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
同
意(

市
町
村)

(

福
山
地
域
事
務
所)

…
…
…
四

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

…
…
…
五

公
安
委
員
会
公
告

△

教
習
指
導
員
審
査(

普
通)

の
実
施

五

正

誤

△

平
成
十
八
年
三
月
二
十
三
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
二
十
二

号
中
広
島
県
告
示
第
三
百
十
四
号
の
訂
正

(

港
湾
管
理
室)

…
…
…
五

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
六
百
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

特
定
施
設
の
設
置
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
並
び
に
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

二

申
請
の
内
容

四

ロ

洗
浄
施
設

二
基
を
新
設
し
、
四

ロ

洗
浄
施
設

一
基
を
廃
止
す
る
。

排
水
処
理
施
設
一
及
び
滅
菌
反
応
槽
の
処
理
の
方
法
を
変
更
す
る
。

№
一
排
水
口
の
水
質
を
変
更
す
る
。

１

特
定
施
設
の
種
類
能
力
及
び
使
用
の
方
法

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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1

工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

竹
原
市
忠
海
中
町
一
丁
目
二
番
四
三
号

ア
ヲ
ハ
タ
株
式
会
社

ジ
ャ
ム
工
場

竹
原
市
忠
海
中
町
一
丁
目
一
番
二
五
号

ア
ヲ
ハ
タ
株
式
会
社

取
締
役
社
長

多
智
花

宏
治

の 方 法 工 期 等 能

力

種

類

排出される汚水
等の汚染状態 使

用
時
間
間
隔
及
び
一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

(

使
用
の
季
節
的
変
動)

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

浮

遊

物

質

量

化
学
的
酸
素
要
求
量

水
素
イ
オ
ン
濃
度(

単
位
・
水
素
指
数)

項

目

��
五
以
下 五 七

通

常

十
時
間
連
続
使
用

(

な
し)

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に

一
日
当
た
り

一
、
五
〇
〇
ケ
ー
ス(

二

四
入
り)

洗
浄

四

ロ

洗
浄
施
設

(

洗
壜
機
№
二)

五
以
下 五 七

最

大���
同
上

��
通

常

九
時
間
連
続
使
用

(

な
し)

���

同
上

�� 一
日
当
た
り

六
〇
〇
ケ
ー
ス(

二
四
入

り)

洗
浄

四

ロ

洗
浄
施
設

(

洗
壜
機
№
三)

最

大

(定期)

定

第 ３１

期

号

発行者 広 島 県

広島県総務企画部発行所 管理総室文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円

(定期)

定

第 ４２

期

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円
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2

使 用

汚
水
等
の
排
出
先

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(

単

位
・
立
方
メ
ー
ト
ル)

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

滅
菌
反
応
槽

三
・
五 三

五
・
八

九

四
・
三

一
九

同
上

一

��

同
上

���

一

(定期)

２

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

(

そ
の
一)

№
一
総
合
排
水
処
理
施
設

(

そ
の
二)

滅
菌
反
応
槽

使 用 の 方 法 工 期 等

処理前処理後の汚水
等の汚染状態

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

窒

素

含

有

量

化
学
的
酸
素
要
求
量

項

目
単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

六
六
一

通

常

処

理

前

���
既
設

��
変

更

前

二
〇

七
五

最

大

六
六
一

通

常

処

理

後
二
〇

七
五

最

大

六
三
五

通

常

処

理

前

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に 変

更

後

一
九

六
四

最

大

六
三
五

通

常

処

理

後
一
九

六
四

最

大

使 用 の 方 法 工 期 等

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(

単
位
・
立
方
メ
ー

ト
ル)

処理前処理後の汚水
等の汚染状態

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

化
学
的
酸
素
要
求
量

項

目
単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

一
三
三
・
五

一
、
四
二
五

通

常

処

理

前

���
既
設

��
変

更

前

一
六
五

一
、
七
六
五

最

大

一
三
三
・
五

二
三
二

通

常

処

理

後一
六
五

二
九
四

最

大

一
七
〇

一
、
四
一
〇

通

常

処

理

前

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に 変

更

後

二
〇
〇

一
、
八
一
六

最

大

一
七
〇

八
〇

通

常

処

理

後二
〇
〇

一
六
〇

最

大



３

排
出
水
の
汚
染
状
態

三

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

１

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
六
月

八
日
か
ら

平
成
十
八
年
六
月
二
十
八
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

広
島
県
環
境
部
環
境
対
策
局
環
境
対
策
室
、
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
厚
生
環
境
局
環
境
管
理
課
及

び
竹
原
市
民
生
部
市
民
生
活
課

広
島
県
告
示
第
六
百
三
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
六
月
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
六
百
四
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
指
定

医
療
機
関
か
ら
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
六
月
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
六
百
五
号

家
畜
伝
染
病
が
次
の
と
お
り
発
生
し
た
。

平
成
十
八
年
六
月
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
六
百
六
号

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
六
月
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

精
密
測
地
網
高
精
度
三
次
元
測
量)

平成18年 6月 8日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 3 8号

3

№１排水口
排
水
口
名

窒

素

含

有

量

化
学
的
酸
素
要
求
量

項

目単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

六
六
一

通

常

変

更

前二
〇

七
五

最

大

六
三
五

通

常

変

更

後一
九

六
四

最

大

西

宅

味

薬

局

壇

上

内

科

医

院

コ
ス
モ
ス
薬
局

海
田
東
店

く

ま

の

薬

局

サ

ン

薬

局

い
わ
い
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
社
団

大
下
ク
リ

ニ
ッ
ク

小
笠
原
内
科
・
胃
腸
科

木
岡
産
婦
人
科
・
き
お
か
皮

ふ
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

焼
山
中
央
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

名

称

府
中
市
府
中
町
七
四
九－

一

尾
道
市
西
御
所
町
八－

一
五

安
芸
郡
海
田
町
幸
町
一－

四
五

安
芸
郡
熊
野
町
字
火
之
原
二
七
○
三－

八

大
竹
市
油
見
一－

九－

一
○

廿
日
市
市
上
平
良
一
三
○
七－

二

呉
市
天
応
南
町
一
一－

一

呉
市
中
央
五－

一
一－

一
五

呉
市
焼
山
中
央
二－

五－

七

ク
リ
ニ
ッ
ク
モ
ー
ル

リ
フ
レ
二
階

呉
市
焼
山
中
央
二－

五－

七

ク
リ
ニ
ッ
ク
モ
ー
ル

リ
フ
レ
一
階

所

在

地

一
八
・

六
・

一

一
八
・

五
・

一

一
八
・

六
・

一

一
八
・

四
・

一

一
八
・

五
・
一
一

一
八
・

五
・
一
一

一
八
・

五
・

一

一
八
・

四
・
一
五

一
八
・

五
・

一

平
成

一
八
・

五
・

一

指

定

年

月

日

壇

上

医

院

松
本
皮
膚
泌
尿
器
科
医
院

医
療
法
人
社
団

大
下
ク
リ

ニ
ッ
ク

小
笠
原
内
科
・
胃
腸
科

焼
山
中
央
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

名

称

尾
道
市
西
御
所
町
九－

九

呉
市
中
通
二－

二－

一
○

呉
市
天
応
南
町
三－

一
六

呉
市
中
央
五－

一
一－

一
五

呉
市
焼
山
中
央
二－

九－

三
八

所

在

地

一
八
・

四
・
三
〇

一
八
・

六
・

一

一
八
・

四
・
三
〇

一
八
・

四
・
一
四

平
成

一
八
・

四
・
三
〇

辞

退

年

月

日

五 四 発
生

番
号

ヨ
ー
ネ

病 ヨ
ー
ネ

病 病

名

牛 牛 畜
種

ホ
ル

ス
タ

イ
ン

ホ
ル

ス
タ

イ
ン

種
類

五
歳

五
歳

年

齢

一
頭

一
頭

発
生

頭
数

平
成
一
八
年
五

月
三
〇
日

平
成
一
八
年
五

月
二
五
日

決

定

年

月

日

殺
処
分

殺
処
分

転

帰

広
島
県
東
広
島

市
安
芸
津
町
木

谷
八
四
一
番
地

広
島
県
庄
原
市

東
城
町
竹
森
六

六
番
地

発

生

地

そ
の
他
参
考
と

な
る
べ
き
事
項

(定期)(定期)(定期)



二

作
業
期
間

平
成
十
八
年
六
月
十
二
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
地
域

広
島
市
、
大
竹
市
、
廿
日
市
市

広
島
県
告
示
第
六
百
七
号

国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
土
師
ダ
ム
管
理
所
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
六
月
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

作
業
種
類

公
共
測
量

(

基
準
点
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

三

作
業
地
域

安
芸
高
田
市
八
千
代
町
北
部
地
域
、
安
芸
高
田
市
吉
田
町
西
部
地
域
、
北
広
島
町
東
部
地
域

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
六
月
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
平
成
十

八
年
五
月
二
十
五
日
付
け
で
庄
原
赤
十
字
病
院
労
働
組
合
執
行
委
員
長
代
理
妹
尾
梨
沙
、
土
井
朝
子
及
び
福

留
啓
介
か
ら
争
議
行
為
を
行
う
旨
、
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

争
議
行
為
の
目
的

賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
の
改
善

二

争
議
行
為
の
日
時

平
成
十
八
年
六
月
九
日
午
前
零
時
か
ら
本
件
の
完
全
解
決
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
を
行
う
場
所

庄
原
赤
十
字
病
院
に
お
い
て
、
庄
原
赤
十
字
病
院
労
働
組
合
の
組
合
員
が
従
事
す
る
全
職
場

四

争
議
行
為
の
概
要

あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
行
う
。

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
平
成
十
八
年
五
月
三
十
一
日
同
意
し

た
。な

お
、
こ
の
同
意
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
同
意
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
六
月
八
日

広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長

旗

手

清

文

事
業
主
体

地
区
名

事

業

名

福
山
市

風

呂

区
画
整
理
事
業

福
山
市

下
本
郷

区
画
整
理
事
業
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特
定
非
営
利
活
動

法
人
フ
レ
ン
ド
シ
ッ

プ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

特
定
非
営
利
活
動

法
人
つ
く
し
工
房

可
部

特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
名
称

山
中

清
美

河
本

正
順

代
表
者
の
氏
名

広
島
県
広
島
市
中

区
上
八
丁
堀
七
番

一
六
―
一
二
〇
二

号 広
島
県
広
島
市
安

佐
北
区
可
部
四
丁

目
二
三
番
三
〇
号

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

本
法
人
は
、
高
齢
者
及
び
こ
れ
か
ら

高
齢
者
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
人
に

対
し
、
老
人
介
護
事
業
と
介
護
予
防

事
業
及
び
心
の
ケ
ア
を
目
的
と
し
た

文
化
、
芸
術
活
動
を
実
施
し
、
救
命
、

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
に
対
し
て
、

地
域
社
会
に
お
い
て
自
立
し
た
生
活

を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す

る
事
業
を
行
い
、
社
会
福
祉
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
一
八
年
五

月
二
九
日

平
成
一
八
年
五

月
二
九
日

申
請
の
あ
っ
た

年
月
日

、
救
急
の
知
識
を
普
及
さ
せ
る
活
動

を
す
る
と
と
も
に
、
大
学
で
福
祉
を

学
ぶ
学
生
を
対
象
と
し
た
福
祉
実
習

の
場
の
提
供
等
の
活
動
を
通
じ
て
、

保
健
、
医
療
又
は
福
祉
の
増
進
を
図

る
と
と
も
に
、
学
術
、
文
化
、
芸
術

の
振
興
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

(定期)(号外)(定期)



公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

43号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和
60年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成
18年

６
月
８
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

53号

道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号
)
第

99条
の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
実
施

す
る
の
で�

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
(平
成
６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

。以
下
｢規

則
｣
と
い
う

。)
第

10条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き�

次
の
と
お
り
公
示
す
る

。

平
成

18年
６
月
８
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

１
審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
(普
通
)

２
審
査
の
期
日

平
成

18年
７
月

10日�
11日

３
審
査
の
場
所

広
島
市
佐
伯
区
石
内
南
三
丁
目
１
番
１
号

広
島
県
運
転
免
許
セ
ン
タ

ー

４
審
査
対
象
者

道
路
交
通
法
第

99条
の
３
第
４
項
第
２
号
の
規
定
に
係
る
者

５
審
査
の
方
法

規
則
第

12条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
実
施

６
審
査
の
申
請
手
続
等

�
申
請
に
必
要
な
書
類

ア
教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
(写
真
及
び
審
査
手
数
料
貼
付
の
も
の
)

１
通

イ
教
習
指
導
員
等
審
査
手
数
料
計
算
表

１
通

ウ
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し

１
通

エ
履
歴
書

１
通

オ
運
転
記
録
証
明
書

１
通

�
申
請
書
等
の
提
出
先

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
教
育
課
長

�
申
請
書
等
の
提
出
期
限

平
成

18年
７
月
３
日

正正正

誤誤誤

平
成
十
八
年
三
月
二
十
三
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
二
十
二
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
三
百
十
四

号(

港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
の
指
定)

の
表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

空
港
港
湾
部
空
港
港
湾
事
業
局
港
湾
管
理
室
長
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6S0042

6S0099

検
定

番
号

同
上

告
示
の
日

(平
成
18年

６
月
８
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

回
胴
式
遊
技

機 遊
技
機
の

種
類

ド
ラ
ム
キ

ン
グ
Ｂ

ス

ーパ
ー

デ
ラ
ッ
ク

ス
１

型
式
名

株
式
会
社
オ
リ
ン
ピ
ア

代
表
取
締
役
嶺
井
勝
也

(東
京
都
台
東
区
東
上
野
二

丁
目
11番
７
号
)

株
式
会
社
エ
レ
コ

代
表
取
締
役
福
田
貞
夫

(東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁

目
１
番
地
25)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

五 五
ペ
ー
ジ

下 下 段
｢

保
安
港
区｣

の
項

｢

区

域｣

の
欄
の
一

｢

工
業
港
区｣

の
項

｢

区

域｣

の
欄
の
三

行

向
島
町

同
市
向
島
町
字
長
谷

誤

向
東
町

同
市
向
東
町
字
長
谷

正

(定期)


